
天然記念物 保存管理計画の基本的考え方（案） 
 

 １．現状変更等の取扱い基準 （現状変更の対象となる行為） 
（１）土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石等の採取 
   基本的に認めない。 

ただし、・・・ 
 
（２）動物の捕獲・採取 
 動物の捕獲・採取は原則として認めない。ただし、次の各項に該当するものについては、

この限りではない。 
ア 疾病等の動物の保護及び駆除 
イ 生態系に悪影響を及ぼす移入動物等の駆除 
 ・ ・ ・ ・ 
 
（３）建築物の新築 
 建築物の新築については認めない。 
 
（４）工作物の設置 
 工作物の設置については、原則として認めない。 
ただし、・・・・ 

 
（５）工作物の改修 
同位置、同規模、同一構造によって行われる建て替えまでを現状変更行為の対象とする。

一方、これらの新設および内容・構造等に変更がある場合は、特に必要と認められる場合

を除き、これを認めない。 
 
（６）草原植物群落指定範囲への立ち入り、および、植物の採取 
 草原植物群落指定範囲への立ち入り及び植物の採取は、原則として許可しない。ただし、

公的に認知された研究機関もしくそこに属する研究者が行う研究活動で、天然記念物に与

える影響が軽微で、・・・・ 
 
（７）その他の行為 
 ここに規定した以外の行為については、原則これを認めない。 
ただし、・・・・・ 



２． 許可を受けることを要しない行為 
  天然記念物伊吹山頂草原植物群落の指定範囲内において行われる行為で、現状変更を

必要としない行為は以下の３点とする。 
 
（１） 維持の措置と判断できる場合 
天然記念物の維持・管理のために日常的に実施することが必要と考えられる行為。 
ア 「伊吹山自然再生事業実施計画」において位置づけられた再生事業およびこの行為の

効果を判定するために行われるモニタリング調査。 
イ 遊歩道・誘導柵・説明版等の天然記念物の保護管理および普及啓発にかかる工作物の

補修に係る行為。ただし、建て替え等はここに含まない。 
ウ 天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防

止するために応急の措置をするとき。 
エ 天然記念物がき損し、又は衰亡し、且つ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場

合において、当該部分を除去するとき。 
 
（２）非常災害のために必要な応急措置をとる場合 
現に災害が発生し、又はその発生が明らかに予想される急迫の事態の場合、あるいは二

次災害の発生を防止する場合に執る応急的な措置であり、災害復旧にかかる、恒常的な施

設の設置を含まない。 
 
（３）日常的な管理のための措置であり、天然記念物への影響の軽微な場合 
    ア・・ゴミ等の除去に必要な立ち入り 
    イ・・注意喚起等のための必要な立ち入り 
    エ・・その他、日常的に実施している管理行為 
 

３． 整備・活用に関する基本的な考え方 
 天然記念物伊吹山頂草原植物群落については、これを保護管理し次世代へ確実に継承す

ることが重要な課題である。また、現状において観察・見学に必要な遊歩道等も整備され

ていることから、今後は必要以上の整備は行わないことを原則とすべきである。 
 一方、活用についてはこれを積極的に進め、天然記念物の重要性を周知する必要性は高

い。このため、指定地内における説明版や案内板の十分な検討を行うとともに、山小屋や

ドライブウェイーなどの指定地外の周辺施設を有効に利用することや、山麓の伊吹山文化

資料館などの関連などとの連携をはかる必要がある。 








